
令和　８年　３月１０日

（株）島村工業

埼玉県比企郡川島町大字牛ヶ谷戸４８９

Ｒ６都幾川右岸高坂地区築堤他工事

埼玉県東松山市高坂地先

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　４月　１日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

　２７５，０００，０００円（税込み）

＋　９４，２７０，０００円（税込み）

　３６９，２７０，０００円（税込み）

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 金 額

＜第１回変更＞
築堤・護岸 １式

河川土工 １式
護岸基礎工 １式
法覆護岸工 １式
水路工（堤外水路） １式
揚水ポンプ施設工 １式
付帯道路工 １式
付帯道路施設工 １式
光ケーブル配管工 １式
電気通信設備工（堤外水路） １式
機械製作工（堤外水路） １式
機械据付工（堤外水路） １式
構造物撤去工 １式
仮設工 １式
高耐荷力推進工法 １式
鋼製管推進工法 １式
開削工（管路） １式
立坑工（管路） １式
マンホール工（管路） １式
付帯道路工（管路） １式
付帯道路施設工（管路） １式
構造物撤去工（管路） １式
仮設工（管路） １式
共通仮設費 １式



1.河川土工
当初、他工事より建設発生土を直投する計画であったが、配合試験・工事間調整の結果、一部築堤土として
使用不可となったため、土砂運搬を追加計上する。
また、建設発生土の一部を土砂改良する必要が生じたため、土砂改良工を追加計上する。
2.護岸基礎工
用地買収難航により川裏側を一部ブロック積構造としたため、基礎工を増工する。
3.法覆護岸工
用地買収難航により川裏側を一部ブロック積構造としたため、法覆護岸工を増工する。
4.植生工
現地調査の結果、堤防法尻を土砂充填したため、張芝を減工する。
5.水路工（堤外水路）
関係機関協議に伴い水路構造の修正に時間を要したため、水路施工範囲を見直し、減工する。
6.揚水ポンプ施設工
関係機関協議の結果、用水補償を行う必要が生じたため、揚水ポンプ施設工を追加し、増工する。
7.付帯道路工
関係機関協議の結果、側溝工を追加し、増工する。
8.付帯道路施設工
関係機関協議の結果、川裏道路部に視線誘導標を設置する必要が生じたため、付帯道路施設工を追加し、増
工する。
9.電気通信設備工
関係機関協議の結果、用水補償を行う必要が生じたため、揚水ポンプ施設工を追加し、増工する。
10.機械製作工
関係機関協議の結果、用水補償を行う必要が生じたため、揚水ポンプ施設工を追加し、増工する。
11.機械据付工
関係機関協議の結果、用水補償を行う必要が生じたため、揚水ポンプ施設工を追加し、増工する。
12.仮設工
現地踏査の結果、重機走行に必要な砕石厚を確保するため、工事用道路工を増工する。
13.鋼製管推進工法
試掘調査の結果、支障埋設物を確認し、関係機関との調整の必要が生じた。
上記調整に伴い、構造及び工法の変更が生じたため、高耐荷力推進工法を増工する。
14.仮設工（管路）
現地着手の結果、開削部で地下水のボイリング現象が生じたため、水替工を増工する。
15.共通仮設費
現地調査の結果、既設埋設管へ試掘の影響を最小限に抑えるため、試掘工法を変更し費用を追加計上する。
土砂改良工の施工に伴い、土質等試験費を追加計上する。
ICT施工の実施に伴い、3次元起工測量及び出来高測量の費用を追加計上する。
16.工期は、河川土工の増工により２０日間延長し、令和８年３月３１日までとする。

変更理由


